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＜研究要旨＞ 

アレルギー情報の重要性は医療関係者ならずとも広く認識されている。しかしながら、

医療機関におけるそれらの取り扱いのルールに関して統一されたものはなく、情報の量、

質、粒度、伝達方法など、個々の施設により様々である。電子カルテが一般化してきた

現在、アレルギー情報として共有すべき内容や形式を明らかにすること、そしてまた、

電子カルテの利点を最大限発揮するために、入力方法の容易さや情報の視認性を向上さ

せること、アレルギーに関する重大なインシデントを防止するためにアラート機能を充

実させることは極めて重要であると思われる。本研究では、まず全国600床以上の比較的

大きな病院を対象として、アレルギー情報の取り扱いに関するアンケートを行った。さ

らに国内外や電子情報における取扱いを調査して理解を深めた。最終的に本院において

多職種で議論し、システム改修を行った。本研究によりアレルギー情報共有における問

題点が整理され、議論を深める契機となり、アレルギー情報の標準化へ結びつくことを

望む。 

 

Ａ．研究目的 

医療ＩＴ化を目指すグランドデザイン

で「目指すべき将来の姿」には「利用者に

関わる情報（持病、アレルギー、急変時の

対応等）が円滑・安全に伝達され、利用者

の安全確保に役立てることができる」とい

う記述がある。アレルギー情報が医療安全

上とても重要であることは医療関係者な

らずとも認識されているところである。し

かしながら、その取り扱い方、収集の仕方、

共有方法は個々の医療機関さらには個々

の医療従事者に任されているのが実状で

ある。そこで本研究では、アレルギー情報

を標準化するために必要な現状の問題点

を把握し、将来的に電子化情報として有効

活用されるために必要な仕様を提供する

ことを目的とする。 

Ｂ．研究方法 

平成24年度は600床以上の病院における

アレルギー表示の取り扱いに関してアン

ケートを行った。得られた回答より代表的

なパターンに分け、いくつかの回答病院か

ら詳細に話を伺った。上記を経て、現状の

問題点を明らかにした。平成25年度はその

結果をもとに、研究代表者の属する東北大

学病院において、異なる多職種メンバーに

よる議論を行い、問題点を整理した。実際

に病院情報システムを改善した。また、国

内外の状況について調査した。 

（倫理面への配慮） 

患者や事象に関する情報が特定できな

いように、また本研究で取り扱われた内容
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により患者やその家族、医療従事者、医療

機関に被害が及ばないよう厳重に対処す

る。 

Ｃ．研究結果 

1) アンケート結果 

アンケートは送付病院に対して回答群で

は、国公立大など大学系の病院の比率が有

意に高かった。またペーパーレス電子カル

テが３分の２を占めた。 

アレルギー情報は選択式、テキスト式の

いずれかまたは両方で入力し、入力はほぼ

全職員というところが多かったが、実際に

入力をするのは当然ながら医師・看護師が

中心であった。展開すると情報が閲覧でき

るが一見して該当薬剤がわかるという例

は稀で、視認性に課題を残した。曖昧な情

報はできるだけ忠実に入力することが多

いようである。該当薬剤の入力でコードか

ら自動的に同種薬剤に対しても警告対象

となることは少ない。アレルギー薬に対す

る抑止機能は大部分が警告のみであった。

重症度に応じたアラートの変化にはほと

んど対応していない。また、警告に対する

承認の記録もなされていないことがほと

んどである。造影剤に対するアレルギーア

ラートも過半数で紐づいていないため、入

力時にアレルギー情報の入力を必要とす

る。アレルギー情報は自院のみでなく、他

院や過去歴の情報が必要であるが、他院か

らの紹介に関しては全て情報提供がなさ

れるわけではないようであった。 

院内の取り組みとしてはアレルギー・

禁忌に対する準備に取り組んでいるとこ

ろが過半数を占めた。さらに、多くの施

設で検討中や改良中という回答が多かっ

た。またルール策定やその他の工夫を取

り入れている施設もある。一方、警告シ

ステムが完璧であるのは不可能なので自

動警告を止めた施設もあった。 

2) 電子情報としてのアレルギー 

医療情報交換標準規格であるＨＬ７には

患者基本情報（ADT）配下のAL1というセ

グメントが準備されていて、薬剤名、コ

ード（アレルギーの概念）、重症度（３

段階）、症状（反応）、日時が記録され

る受け皿がある。本邦では標準保存形式

であるＳＳ－ＭＩＸ２においてもアレル

ギー情報の格納場所が規定されており、

データ種別ADT-61（メッセージはADT^60

で定義）に格納する。 

3) 国内外での例 

アレルギー情報は上記標準規格に則って

いる場合でも薬剤、重症度、症状、日時

までの情報のみであり、薬剤のコード化

や警告や投与制限などとは紐づいていな

い。各施設のシステムでピックアップし

た薬剤のチェックボックスを用いてアラ

ートをかける機能までが限界である。ま

してや情報共有のためのフォーマットは

存在しないため、積極的な情報活用に至

っていない。カードを用いたり、紹介状

に書いて情報提供をしたりするなどして

情報共有に努めているが、基本的には度

重なる患者への問診が中心となる。 

4) 本院の取り組みと提案 

①  アレルギーと薬剤副作用につき、

情報を細部まで記すことをシステ

ム化する。 

(ア) アレルギー薬剤名を入力。 

(イ) 原則コード対応。但し、漠然とし

たカテゴリーでの記載もあるた

めテキスト入力は許容する。 
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(ウ) その情報の確からしさを入力。

確実と疑いとに分ける。 

(エ) 症状を入力。一般化できるなら

コード化。但し、漠然とした訴

えも多いためテキスト入力は

許容。 

(オ) 症状出現の時間を記載。院内事

例の場合はカルテ記載とリン

クする機能をもつ。 

(カ) 出現した症状について、その重

症度を３段階で評価する。 

(キ) 記載者や記載日を記録する。 

(ク) アラートレベルを設定する。慎

重投与と投与不可を想定。入力

者が看護師、薬剤師など医師以

外の場合、アラートレベル設定

を必須にすることは限界があ

ると考え、判断保留も選べるこ

ととする。投与不可を設定して

いてもそれを凌駕する必要が

医療上ある場合にはコメント

を入力することで投与可能と

する。その記録をたどれ、常に

参照できるようにする。また、

投与不可というレベルに値し

ない場合は個人判断でなく、医

療安全推進室に申請し、制限解

除も可能とする。 

 

② 電子情報として、薬剤名、症状、重

症度、症状発現日時、記録者、記録

日時までは可能なので、今後確証度

やアラートレベルの設定が含まれ

るべきである。また、それらの情報

を活用するために、情報を共有する

仕組み、アラートレベルを設定に合

わせられる機能が電子カルテや地

域医療連携システムに搭載される

ことが望まれる。 

③ アレルギー・副作用情報の重症度や

症状のコード化の整備が必要であ

る。また、禁忌の種類や取り扱いに

関しても今後議論によりその定義

がより明確になることが望まれる。 

 

④ アレルギー・副作用の情報をどう取

り扱うかは電子カルテにおける患

者プロファイルの整備の議論上に

必要な事項であると考える。同様に、

患者プロファイル全体の電子カル

テにおける取り扱い方の整備、また

その視認性などの議論が必要と思

われる。 

 

⑤ 災害や救急現場において、電子カル

テから独立した情報を取得し有効

に活用するため、ミニマムデータの

確立が望まれ、その中にアレルギ

ー・副作用情報が内容の整備された

かたちで含まれることが必要であ

る。 

 

Ｄ．考察 

平成24年度実施したアンケートは各施

設におけるアレルギーの情報の取り扱い

方についての現状がよく表れている結果

であった。アレルギー情報は重要であると

いう認識は持っているが、統一した基準は

なく、それぞれの施設でのルールを徹底さ

せるやり方得で見落としを避けている苦

労が垣間見えた。また電子カルテを用いて

いるにも関わらず、必ずしもアラート機能
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と密接に結びついているわけではないこ

とも明らかとなった。その原因として、も

ともと曖昧な情報を含むこともあるが、コ

ード化への対応が不十分であること、カル

テ側に多段階のアラート機能が整備され

ていないことが挙げられる。コード化に関

しては、テキストデータをコードに置き換

える必要があることと、抗生剤や造影剤と

いったグループでの取り扱い方を定める

必要がある。上記のような対応を考慮する

にあたって、予算補助の必要性や国として

の対応を望む声があった。総じて、本結果

からはアレルギー情報に関してまだまだ

議論が必要であることが明らかであった。 

平成24年度のアンケートから得られた

課題に関して、東北大学病院において検討

し、実際にシステム改修という形でアレル

ギーの情報の取り扱い方について対応し

た。厳密な情報収集を望むことが入力の至

便性を阻み、情報量としてのトレードオフ

とならないかが危惧されたが、今後は電子

カルテが発展している現状を踏まえ、より

機能強化を行うことで誤投与を予防する

ことが必要であるという認識は一致した。

また、今回検討した次項目は電子情報とし

て現在標準化されている範囲を逸脱する

ので、今後の議論が国内外で深まることを

期待する。 

 

Ｅ．結論 

アレルギー情報に関して統一的な取り

扱い方は未だない。定義や入力方法、表示

や警告の方法など問題点は多数存在する。

アレルギー情報が重要であるという認識

は得られているので、それらの問題を一つ

一つ評価し、提案する意義がある。本研究

では全国アンケートや様々な国内外の施

設における取組みを参考に、アレルギー情

報に関して議論を深め、提案を行った。今

後は、より現場レベルでの実証を経て、国

内外で議論を深め、アレルギー情報の標準

化への進展を強く望む。 
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